
 

今
回
の
６
月
定
例
議
会
は
議
案
が
少
な

く
、
19
日
の
環
境
経
済
委
員
会
・
農
林
部

の
審
査
は
補
正
予
算
案
の
み
。
委
員
長
が

「
す
ぐ
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
も
」
と
心

配
す
る
一
幕
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も

補
正
予
算
の
審
査
に
は
幾
つ
か
質
疑
も
あ

り
、
40
分
ほ
ど
か
か
っ
て
特
に
問
題
な
く

可
決
。
そ
の
後
、
委
員
長
か
ら
「
議
案
以

外
で
農
林
部
か
ら
報
告
事
項
は
な
い
か
」

と
の
問
い
掛
け
が
あ
り
、
わ
た
し
は
内
心

「
あ
の
こ
と
が
報
告
さ
れ
る
は
ず
」
と
思
っ

て
い
た
の
で
、
部
長
が
「
特
に
あ
り
ま
せ

ん
」
と

答

え

た

の

に

は
「
？
」
「
！
」

び
っ
く
り
で
し
た
。 

 

 

な
に
が
そ
ん
な
に
「
び
っ
く
り
」
だ
っ

た
か
と
い
う
と
、
安
曇
野
市
が
独
自
に
取

り
組
ん
で
い
る
先
進
的
な
松
枯
れ
対
策
の
現

状
と
課
題
に
つ
い
て
、
こ
の
機
会
を
逃
し
た

ら
議
会
に
も
市
民
に
も
説
明
責
任
が
果
た

せ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
（
松
枯

れ
対
策
に
つ
い
て
聞
け
る
と
思
っ
て
傍
聴

に
み
え
た
方
々
か
ら
も
「
（
報
告
が
）
な

に
も
な
い
と
は
驚
い
た
」
と
い
う
声
が
あ

り
ま
し
た
） 
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史的資料として保存する基準はどうなってい

るか。 

【 市 長 】公文書は行政運営の根幹を支える

ものであり、民主主義を支える市民の共有財

産であると認識して整理している。 

【 総務部長 】公文書は文書管理規定に沿っ

てネットワーク上の文書管理システムを導入

し、登録や分類を行った上で保存している。

１年～30年までの保存基準がある。保存期

間が終了し廃棄決定された文書は、廃棄簿に

記録してから処分する。また、新本庁舎建設

に伴って設置した公文書等保存管理検討プロ

ジェクトで「公文書等選別収集基準ガイドラ

イン」を作った。行政文書の中で最も重要な

もの、文書の残存が少ないもの、５地域の歴

史の流れや世相を記録したもの等は残すとい

う理念のもとに、各課で迷わず判断できるよ

うに24項目にわたり選別基準を具体的に示

している。 

【 質 問 】廃棄文書登録簿に記載されたもの

は、全て捨てられてしまうのか。 

  安曇野市６月定例議会は12日、第１日

目の一般質問があり、私は①公文書の適切な

保存と利活用、②北小倉の廃棄物処理施設の

防音壁検査の2点について質問しました。 

 ①については、「市は新本庁舎建設と連動

して昨年より公文書整理事業に着手した。整

理には廃棄を伴うことから、歴史的文書を含

む公文書の大量廃棄、散逸が危惧される。保

存期間を過ぎて非現用となる歴史的資料を継

続的に収集、整理、保存するだけでなく、市

民共有の財産、知的資源として活用し、未来

に伝達する視点が重要である」と指摘し、公

文書の選別と、廃棄歴史的資料として保存す

る基準を質しました。  

【 質 問 】新本庁舎建設と連動して市の公文

書整理が進められている。整理には必ず廃棄

が伴う。昨年秋、市から10トンもの公文書

が廃棄され、穂高クリーンセンターの焼却施

設が一時停止する事態もあったことから、今

後の庁舎移転等に際して公文書の大量廃棄、

散逸が危惧される。公文書の選別と廃棄、歴

◆安曇野市議会６月定例会小林じゅん子の一般質問◆   
Ｑ.行政文書の整理・保存に「負の遺産」の観点も必要では？ 

Ａ.公文書管理規定なり条例も視野に入れて考えていく。 

 

新
規
に
導
入
す
る
薪
ボ
イ
ラ
ー
も
決
ま

り
、
薪
割
機
（
輸
入
品
の
大
型
の
も
の
）

も
稼
働
し
始
め
ま
し
た
。
農
業
ハ
ウ
ス
用

の
新
型
薪
ボ
イ
ラ
ー
の
使
用
状
況
を
市
職

員
が
視
察
し
た
と
も
聞
き
ま
し
た
。
無
人

ヘ
リ
に
よ
る
薬
剤
散
布
も
部
分
的
・
試
験

的
に
始
ま
り
ま
し
た
。
信
濃
毎
日
新
聞
に

「
松
本
・
安
曇
野 

松
枯
れ
を
問
う
」
と
い

う
記
事
も
掲
載
さ
れ
、
安
曇
野
市
の
更
新

伐
や
地
域
住
民
の
薪
づ
く
り
の
取
り
組
み

が
紹
介
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
一
方

で
塩
尻
市
と
県
の
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
は
頓

挫
し
そ
う
な
話
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。 

 

塩
尻
の
計
画
に
ば
か
り
頼
っ
て
い
る
と

共
倒
れ
が
心
配
。
安
曇
野
市
内
で
有
効
活

用
す
る
よ
う
な
や
り
方
へ
方
向
転
換
も
考

え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
安
曇
野
独
自
に

地
域
を
生
か
し
、
観
光
・
福
祉
と
連
携
を

取
り
、
安
曇
野
モ
デ
ル
を
全
国
発
信
し
た

ら
ど
う
か
と
提
案
し
ま
し
た
。 

 

農
林
部
長
は
「
今
後

い
ろ
ん
な
セ
ク
シ
ョ
ン

を
集
め
て
検
討
す
る
」

と
答
え
ま
し
た
。 

更
新
伐
事
業
す
す
む
も
松
枯
れ
被
害
さ
ら
に
深
刻 

 
 

～
塩
尻
市
と
県
の
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
は
頓
挫
す
る
か
も
～ 

◆インターネット選挙運動が解禁された今年、秋には安曇野市長選挙・市議会議員選挙があります。平成25年9月29日告示、10月6日投開票の予定です。 

  

▲棚に整理されたのは有明村の行政資料。 

これだけそろっているのはたいへん貴重。 

【 総務部長】廃棄簿に登録されれば全て廃

棄ということではない。歴史的資料の対象と

なるものかどうか第一次選別の基準がある。

次に第二次の選別基準を設けて二段階での選

別を行うので、廃棄簿から選別を経て歴史的

資料として残るものもある。 

【 質 問 】行政文書は民主主義の根幹を支え

る大切な財産というならば、「負の遺産」と

いう観点を持って整理しないと、行政にとっ

て都合の悪い情報は捨てられてしまう心配が

ある。廃棄に当たっては、市民を入れた第三

者機関の意見を聞くような仕組みを作る考え

はないか。 

【 総務部長 】現在、文書の選別だけで精一

杯な状況である。ある程度の目鼻がついたと

ころで、公文書管理規定なり条例も視野に入

れて考えていく必要がある。    

 

どっち 
を先に？ 安曇野市議会の定

例会では、委員会審査を会期

中の前半に、一般質問を後半にという日程が定着

していたが、一般質問で取り上げられた問題・課

題をその後の委員会審査でより一層深めることが

できるようにと、今定例会から委員会審査と一般

質問の日程を入れ替えることになった。というと

聞こえはいいですが、実のところは一般質問の通

告内容に関わりがある問題が委員会で出てくる

と、行政側は議員に遠慮して「それは一般質問で

お答えすることになっているのですが」とか「委

員会ではどこまでお答えしたらいいでしょうか」

といった対応をするので、議論が深まらないこと

がままあったからなのです。加えて「委員会で取

り上げられたら、その後の一般質問のときには聞

くことがなくなってしまう」と、つまらない心配

をする議員の存在も無視できなかったようです。 
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 安曇野市は、明科南陸郷で30年前から稼

働する雑排水汚泥等の廃棄物（一廃・産廃）

処理施設の立ち退きを求め、操業する湯浅産

業（清水克貴代表取締役）に土地の明け渡し

調停を地裁松本支部で申し立てていたが、6

月12日の第12回調停で、安曇野市、湯浅産

業、土地所有者が合意。7月1日に調停が成

立することになった。 

 開会中の市議会6月定例会最終日の25日、

環境経済委員会、全協で市が調停内容を説

明。午後から本会議さらに常任委で論議を詰

め、午後5時45分からの本会議で採決。起立

多数で可決した。地元住民、地権者らは24

日夜までに調停案に合意しているという。 

 調停条項は― 

①安曇野市と土地所有者は、昭和57年12月

に締結した土地の賃貸契約を調停成立日に解

除する。  

②土地所有者は安曇野市に対し土地の明け渡

しを平成28年3月31日まで猶予する（移転

準備期間）。 

③安曇野市はその5か月以内に土地を更地に

して所有者に返還する。 

④安曇野市は湯浅産業に対し、紛争の解決金

として、６千万円の支払い義務を認め、分割

して支払う。(1)25年12月31日3千万円 

(2)28年3月31日1千万円 (3)土地汚染が

ないことを確認し2千万円 

 この調停条項履行に伴い、安曇野市は平成

25年から28年度までの3年間に総額で1億

1341万円の債務負担を負うことになるが、

うち405万円は湯浅産業から徴収するとして

いる。宮沢宗弘市長は午前中の全協の冒頭、

「この問題は昭和57年から旧明科町と地権

者6人が30年にわたって争ってきた。和解に

は議決が必要であり、解決金6千万円で建物

等を撤去し、復旧整備する。この解決は長い

間臭気に苦しんできた住民の切なる願いだっ

た。調停による早期解決に

は、住民、土地所有者とも

理解しており、安曇野市と

しても相応の負担をするこ

とになる」と述べた。 

1億1341万円 
立ち退き調停で 

市と業者が合意した金額 
に不信を表明した。市民環境部長は「6

月11日に民間業者に防音壁について実

地調査してもらった。7月末には結果報

告がある。構造計算書も比較し、真実が

明らかになるだろう」と答えた。また、

Ｍ社の県申請図面、書類に事実と異なる

記載があることについて「不一致がある

のは事実」と認めた。 

こ 
のあと環境経済委の議員がそれぞ

れ態度表明。黒岩宏成委員は「請

願内容は安全性確保につきる。(裁判で)

係争中であり、十分な審査が必要。7月

末には市の検査結果も出る。継続審査と

したい」と提案。これを受けて小林純子

委員は「請願内容は行政に対してでなく

すべて議会に対して求めており、議会と

して今すぐできることばかりだ。継続審

査にすべきでない」と述べた。吉田満男

委員も「同じ判断。早めに解決するため

議会が即刻結論を出すべき」と述べた。 

継 続に賛成は２人で２－２となり、

丸山祐之委員長は「２対２という

ことで、規則に従い委員長が判断し、本

件は継続とする。①～③の請願事項には

議会の権限外部分があり、議会として実

現困難。部分採択もありうるが係争中で

もあり、継続とすべきと決定する」と述

べた。小林委員は、委員長が現場の見学

を〝権限外〟としたことについて「施設

内部には立入権限はないが、外部から見

ることはできるし、目視により問題個所

はわかる」と指摘したが、委員長は「す

でに決定した」と答えなかった。 

防音壁問題の請願は継続審議に～北小倉の廃棄物処理施設 
６月定例市議会、補正予算などを審議、安曇野市議会基本条例制定へ 

 

（安曇野市を考える市民ネットワーク・横地泰英さんのレポートです） 

係 争中ということばは行政には便利

なことばです。この一言をもって

答弁を拒否することができるのですか

ら。裁判で争っているとしても、争点と

は直接関係しないことについては答えら

れるはずなのに、「係争中」を使うこと

も多い。苦々しい思いでいたら、このご

ろでは議員までこの言葉を使うように

なってきた。「係争中の案件だから、議

会（議員）として判断することは控え

る・・・」というのです。 

今 回の環境経済委員会で審査した防

音壁問題の請願についても、「係

争中なので継続審査に」ということに

なったのですが、はたしてそれで本当に

いいのでしょうか。 

 シロクロ付けるのはもちろん裁判所で

すが、市民、議会（議員）、行政、それ

ぞれの考えや判断があってこその裁判所

の判決。議会（議員）の考えを明らかに

しないまま司法の判断に委ねる、任せる

というのでは、その方がよほど無責任で

はないでしょうか。 

以 下、安曇野市を考える市民ネット

ワークの横地泰英さんから届いた

傍聴記です。ご覧ください。 

◆防音壁問題の請願は継続審議に 

    ～北小倉の廃棄物処理施設 

 環境経済委員会は19日午後、市民環

境部関連で三郷北小倉の廃棄物処理Ｍ社

の防音壁について住民から出されている

早期解決請願について審議した。請願は

10年以上前からの経緯や防音壁の危険

性、水質汚濁、騒音、悪臭被害を訴えた

うえで①議会として現場を見学し見解を

示すこと。②市の調査結果が出たら、住

民調査と比較検討を市に働きかけるこ

と。③安全性が不十分と判明した場合、

住民が安心安全に暮らせるよう市に働き

かけること。の3点を求めた。 

環 境経済委員会は請願内容につい

て、委員長と委員が住民代表に対

し事実関係を細かに質疑。請願者は業者

の申請書類に対するこれまでの県の審査

▲業者の撤退と市および長野県への稼働許

可の取り消しを求めて行われた施設見学会

とデモ行進。（2013年7月8日三郷北小倉） 


